
《撤去工事》

○

【補助対象の例】

《設置工事》

○

※新設する塀の上部に軽量フェンスを設置するとき

【補助対象の例】

【補助対象外の例】
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「ブロック塀等の高さがブロック塀等と道路境界までの水平距離より高いもの」とは？

「軽量フェンスの高さが塀（補強コンクリートブロック造にあっては基礎部分の高さを含む。）
の高さ以上である」とは？
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鉄筋コンクリート造

または

補強コンクリートブロック造

※【新設する塀の高さ】が
　 【軽量フェンスの高さ】より高いため新設する塀
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※補強コンクリートブロック造の場合は、８０cm未満であること。 

●建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）その

他関係法令及び一般社団法人日本建築学会が定める

基準に基づき、安全に設置すること。 


